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令和 7年 12月2日提出

今治市議会定例会（第 5回）議案
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議会第 5回議案第97号

今治市議会議員及び今治市長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）の一部改正に準じ、選挙運動の公費負担の額を

改定しようとするもの。
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今治市議会議員及び今治市長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

今治市議会議員及び今治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成17年今治

市条例第 8号）の一部を次のように改正する。

第 8条中「選挙運動用ポスターの 1枚当たりの作成単価（当該作成単価が、次の各号に掲げる

区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めると

ころにより算定した金額）」を「選挙運動用ポスターの 1枚当たりの作成単価（当該作成単価が、

586円88銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円

を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額 (1円未

満の端数がある場合には、その端数は、 1円とする。以下「単価の限度額」という。）を超える

場合には、当該単価の限度額）」に改め、同条各号を削る。

第 9条中「同条」を「第11条」に改める。

第11条中「 7円73銭」を「 8円38銭」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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「参考」

今治市議会議員及び今治市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例改正条項新1日対照表

新

（選挙運動用ポスターの作成の公費負担額

及び支払手続）

I日

（選挙運動用ポスターの作成の公費負担額

及び支払手続）

第 8条 今治市は、候補者（前条の届出をした 第 8条 今治市は、侯補者（前条の届出をした

者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約 者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約

の相手方であるポスター作成業者に支払う

べき金額のうち、当該契約に韮づき作成され

た選挙運動用ポスターの 1枚当たりの作成

単価（当該作成単価が、 586円88銭に当該選

挙が行われる区域におけるポスター掲示場

の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた

金額を当該選挙が行われる区域におけるポ

スター掲示場の数で除して得た金額 (1円末

満の端数がある場合には、その端数は、 1円

とする。以下「単価の限度額」という。）を

超える場合には、当該単価の限度額）に当該

選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者

を通じて当該選挙の行われる区域における

ポスターの掲示場の数に相当する数の範囲

内のものであることにつき、選挙管理委員会

が定めるところにより、当該候補者からの申

請に基づき、選挙管理委員会が確認したもの

に限る。）を乗じて得た金額を、第 6条後段

において準用する第 2条ただし壽きに規定

する要件に該当する場合に限り、当該ポスタ

ー作成業者からの請求に基づき、当該ポスタ

ー作成業者に対し支払う。

の相手方であるポスター作成業者に支払う

べき金額のうち、当該契約に基づき作成され

た選挙運動用ポスターの 1枚当たりの作成

単価（当該作成単価が、次の各号に掲げる区

分に応じ当該各号に定めるところにより算

定した金額を超える場合には、当該各号に定

めるところにより算定した金額）

に当該

選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者

を通じて当該選挙の行われる区域における

ポスターの掲示場の数に相当する数の範囲

内のものであることにつき、選挙管理委員会

が定めるところにより、当該候補者からの申

請に基づき、選挙管理委員会が確認したもの

に限る。）を乗じて得た金額を、第 6条後段

において準用する第 2条ただし馨きに規定

する要件に該当する場合に限り、当該ポスタ

ー作成業者からの請求に基づき、当該ポスタ

ー作成業者に対し支払う。
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（選挙運動用ビラの作成の公費負担）

(1) 当該選挙が行われる区域におけるポ

スター掲示場の数が500以下である場合

541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗

じて得た金額に316,250円を加えた金額を

当該選挙が行われる区域におけるポスタ

ー掲示場の数で除して得た金額 (1円末満

の端数がある場合には、その端末は、 1円

とする。次号において同じ。）

(2) 当該選挙が行われる区域におけるポ

スター掲示場の数が500を超える場合 28 

円35銭にその500を超える数を乗じて得た

金額に586,905円を加えた金額を当該選挙

が行われる区域におけるポスター掲示場

の数で除して得た金額

（選挙運動用ビラの作成の公費負担）

第 9条候補者は、第11条に定めるところによ I第 9条候補者は、同条 に定めるところによ

り算定した選挙運動用ビラの作成単価に、選

挙運動用ビラの作成枚数（当該作成枚数が、

法第142条第 1項第 6号の規定により頒布す

ることができるビラの枚数を超える場合に

は、当該頒布することができるビラの枚数）

を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビ

ラを無料で作成することができる。この場合

において、第 2条ただし書の規定を準用す

る。

（選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び

支払手続）

り算定した選挙運動用ビラの作成単価に、選

挙運動用ビラの作成枚数（当該作成枚数が、

法第142条第 1項第 6号の規定により頒布す

ることができるビラの枚数を超える場合に

は、当該頒布することができるビラの枚数）

を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビ‘

ラを無料で作成することができる。この場合

において、第 2条ただし書の規定を準用す

る。

（選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び

支払手続）

第11条 今治市は、候補者（前条の規定による 第11条 今治市は、侯補者（前条の規定による

届出をした者に限る。）が同条の契約に某づ 届出をした者に限る。）が同条の契約に某づ

き当該契約の相手方であるビラ作成業者に き当該契約の相手方であるビラ作成業者に

支払うべき金額のうち、当該契約に某づき作 支払うべき金額のうち、当該契約に某づき作
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成された選挙運動用ビラの 1枚当たりの作

成単価（当該作成単価が、 8円38銭を超える

場合には、 8円38銭）に当該選挙運動用ビラ

の作成枚数（当該候補者を通じて、法第142

条第 1項第 6号の規定により頒布すること

ができるビラの枚数の範囲内であることに

つき、選挙管理委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、選挙管

理委員会が確認したものに限る。）を乗じて

得た金額を、第 9条後段において準用する第

2条ただし書に規定する要件に該当する場

合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基

づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。

成された選挙運動用ビラの 1枚当たりの作

成単価（当該作成単価が、 7円73銭を超える

場合には、 7円73銭）に当該選挙運動用ビラ

の作成枚数（当該候補者を通じて、法第142

条第 1項第 6号の規定により頒布すること

ができるビラの枚数の範囲内であることに

つき、選挙管理委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、選挙管

理委員会が確認したものに限る。）を乗じて

得た金額を、第 9条後段において準用する第

2条ただし書に規定する要件に該当する場

合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基

づき、当該ビラ作成業者に対し支払う。



���

��
議会第 5回議案第98号

今治市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の

定数を定める条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を変更しようとするもの。
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今治市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進

委員の定数を定める条例の一部を改正する条例

今治市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例（平成28年今治市条

例第43号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 1項中「24人」を「19人」に改め、同条第 2項中「20人」を「23人」に改める。

附則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2 この条例の施行の際現に在任する委員及び推進委員の定数は、なお従前の例による。
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「参考」

今治市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例改正条項新旧対照表

新 旧

（委員及び推進委員の定数） （委員及び推進委員の定数）

第 2条委員の定数は、 19人とする。 第 2条委員の定数は、 24人とする。

2 推進委員の定数は、 23人とする。 2 推進委員の定数は、 20人とする。
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議会第 5回議案第99号

今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律

第27号）第 9条第 2項に基づく個人番号利用事務で利用する事務及び情報を追加するもの。
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今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に某づく個人番号の利用に閲する条例の一部を改正する条例

今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に某づく個人

番号の利用に関する条例（平成27年今治市条例第54号）の一部を次のように改正する。

第4条中第4項を第 5項とし、第 3項の次に次の 1項を加える。

4 執行機関は、法別表の各項の下欄に掲げる事務（法第 9条第 1項に規定する準法定事務を含

む。）を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能（市の事務を処理するため

に利用する情報システムの機能であって住登外者（市の住民韮本台帳に記録されていない者を

いう。以下同じ。）を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。）によ

る住登外者の情報の管理に関する情報であって自らが保有するものを利用することができる。

別表第 1に次のように加える。

7 市長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの

8 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に閲する事務であ

って規則で定めるもの

別表第 2に次のように加える。

19 市長 1の項から18の項までに掲げる事務 住登外者宛名番号管理機能による住

登外者の情報の管理に閲する情報で

あって規則で定めるもの

附則

この条例は、令和 8年 1月 1日から施行する。
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「参考」

今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に某づく個人番号の利用に関する条例改正条項新旧対照表

新

（個人番号の利用範囲）

第4条略

2 • 3 略

土執行機関は、法別表の各項の下欄に掲げる

事務（法第 9条第 1項に規定する準法定事務

を含む。）を処理するために必要な限度で、

住登外者宛名番号管理機能（市の事務を処理

するために利用する情報システムの機能で

あって住登外者（市の住民基本台帳に記録さ

れていない者をいう。以下同じ。）を特定す

る固有の番号を付番し、管理するものをい

う。以下同じ。）による住登外者の情報の管

理に関する情報であって自らが保有するも

のを利用することができる。

旦略

別表第 1 （第4条関係）

執行機関 1 事務

略

旧

（個人番号の利用範囲）

第4条略

2 • 3 略

土略

別表第 1 （第4条関係）

執行機関 1 事務

略

6 市長I今治市重度心身障害者医療費助成条1116 市長I今治市重度心身障害者医療費助成条

例（平成17年今治市条例第150号）に

よる医療費の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの

7 市長住登外者宛名番号管理機能による住

登外者の情報の管理に関する事務で

あって規則で定めるもの

8 教育1住登外者宛名番号管理機能による住

例（平成17年今治市条例第150号）に

よる医療費の助成に関する事務であ

って規則で定めるもの



����

��
委員会 登外者の情報の管理に関する事務で

あって規則で定めるもの

別表第 2 （第4条関係）

執行機関 事務 特定個人情報

略

18 市長 日本国民に対す 障害者関係情報、生

る生活保護に準 活保護等関係情報、

じた取扱いによ 地方税関係情報、市

って実施される 営住宅等関係情報、

外国人保護に関 国民年金関係情報、

する事務であっ 児童扶養手当関係

て規則で定める 情報、児童手当法に

もの よる児童手当若し

くは特例給付の支

給に関する情報、母

子及び父子並びに

寡婦福祉法（昭和39

年法律第129号）に

よる給付金の支給

に関する情報、特別

児童扶養手当等の

支給に関する法律

による障害児福祉

手当、特別障害者手

当若しくは国民年

金法等の一部を改

正する法律（昭和60

年法律第34号）附則

第97条第 1項の福

祉手当の支給に関

する情報、母子保健

LJ 
別表第 2 （第4条関係）

執行機関 事務 特定個人情報

略

18 市長 日本国民に対す 障害者関係情報、生

る生活保護に準 活保護等関係情報、

じた取扱いによ 地方税関係情報、市

って実施される 営住宅等関係情報、

外国人保護に関 国民年金関係情報、

する事務であっ 児童扶養手当関係

て規則で定める 情報、児童手当法に

もの よる児童手当若し

くは特例給付の支

給に関する情報、母

子及び父子並びに

寡婦福祉法（昭和39

年法律第129号）に

よる給付金の支給

に閲する情報、特別

児童扶養手当等の

支給に関する法律

による障害児福祉

手当、特別障害者手

当若しくは国民年

金法等の一部を改

正する法律（昭和60

年法律第34号）附則

第97条第 1項の福

祉手当の支給に関

する情報、母子保健
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法による養育医療 法による養育医療

の給付若しくは養 の給付若しくは養

育医療に要する費 育医療に要する費

用の支給に関する 用の支給に関する

情報、医療保険給付 情報、医療保険給付

関係情報、中国残留 関係情報、中国残留

邦人等の円滑な帰 邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永 国の促進並びに永

住帰国した中国残 住帰国した中国残

留邦人等及び特定 留邦人等及び特定

配偶者の自立の支 配偶者の自立の支

援に関する法律に 援に関する法律に

よる支援給付若し よる支援給付若し

くは配偶者支援金 くは配偶者支援金

の支給に関する情 の支給に関する情

報、介護保険給付等 報、介護保険給付等

関係情報又は障害 関係情報又は障害

者の日常生活を総 者の日常生活を総

合的に支援するた 合的に支援するた

めの法律による自 めの法律による自

立支援給付の支給 立支援給付の支給

に関する情報であ に関する情報であ

って規則で定める って規則で定める

もの もの

且市長 1の項から18の住登外者宛名番号

項までに掲げる 管理機能による住

事務 登外者の情報の管

理に関する情報で

あって規則で定め

るもの
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議会第 5回議案第100号

今治市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

1 人事院の給与勧告に鑑み、本市職員の給与もこれに準じて改定し、その他所要の改正をし

ようとするもの。

2 人事院の給与勧告に鑑み、会計年度任用職員の給与もこれに準じて改定しようとするもの。

3 人事院の給与勧告に鑑み、企業職員の給与もこれに準じて改定しようとするもの。



����
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今治市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（今治市職員の給与に関する条例の一部改正）

第 1条 今治市職員の給与に関する条例（平成17年今治市条例第44号）の一部を次のように改王

する。

第12条第 2項第 2号ウ中「7,100円」を「7,300円」に改め、同号工中「10,000円」を「10,400

円」に改め、同号オ中「12,900円」を「13,500円」に改め、同号力中「15,800円」を「16,600

円」に改め、同号キ中「18,700円」を「19,700円」に改め、同号ク中「21,600円」を「22,800

円」に改め、同号ケ中「24,400円」を「25,900円」に改め、同号コ中「26,200円」を「29,100

円」に改め、同号サ中「28,000円」を「32,300円」に改め、同号シ中「29,800円」を「35,500

円」に改め、同号ス中「31,600円」を「38,700円」に改める。

第28条第 2項中「100分の125」を「100分の127.5」に改め、同条第 3項中「100分の125」を

「100分の127.5」に、「100分の70」を「100分の72.5」に改める。

第31条第 2項第 1号中「100分の105」を「100分の107.5」に改め、同項第 2号中「100分の50」

を「100分の52.5」に改める。

別表第 1、別表第 2イ及びウの表並びに別表第 3を次のように改める。
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別表第 1 （第 3条関係）

行政職給料表（一）

職員の； 1級区分 給料月額

円

1 195,800 

2 196,900 

3 198,100 

4 199,200 

5 200,300 

6 202,000 

7 203,600 

8 205,200 

， 206,700 
10 208,400 

定年前再 1 1 210,000 

任用短時 12 211,600 

間勤務職 13 213,100 

員以外の 14 214,800 

職員 15 216,500 

16 218,200 

17 219,400 

18 221,000 

19 222,600 

20 224,100 

21 225,600 

22 227,200 

23 228,800 

24 230,400 

25 232,000 

26 233,700 

2級 3級

給料月額 給料月額

円 円

242,000 276,300 

243,300 277,300 

244,700 278,300 

246,100 279,300 

247,500 280,300 

248,900 281,300 

250,300 282,200 

251,700 283,200 

253, 100 284,200 

254,300 285,200 

255,600 286,200 

256,900 287,200 

258, 100 288,200 

259,300 289,500 

260,500 290,800 

261,700 292,000 

262,800 293,200 

263,900 294,500 

265,000 295,700 

266,100 296,900 

267,000 297,900 

268,000 299,100 

269,000 300,300 

270,000 301,600 

271,000 302,900 

271,900 303,900 

4級 5級 6級 7級 8級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

309,800 332,600 366,800 420,700 471,900 

311, 300 334,400 368,500 422,600 477,200 

312,700 336,200 370, 100 424,500 482,100 

314,100 337,900 371,700 426,300 486,700 

315,500 339,600 373,300 428,100 490,700 

316,600 341,300 375, 100 429,900 494,100 

317,600 343,000 376,600 431,700 497,000 

318,800 344,600 378,200 433,500 499,500 

320,000 346,200 379,500 435,100 501,500 

321,600 347,900 381, 100 436,600 

323,200 349,600 382,700 438,100 

324,800 351,200 384,200 439,600 

326,200 352,700 386,100 441,100 

327,800 354,300 388,000 442,400 

329,400 355,900 389,900 443,700 

331,000 357,400 391,700 444,900 

332,400 358,800 393,200 446,100 

334,100 360,500 395,000 447,400 

335,700 362,100 396,700 448,700 

337,300 363,700 398,300 449,900 

338,700 364,800 400,000 451,100 

340,400 366,300 401,400 451,900 

342,100 367,800 402,800 452,700 

343,700 369,300 404,200 453,500 

344,900 371,000 405,600 454,100 

346,800 372,800 406,800 454,700 
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27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300 

28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900 

29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410, 100 456,600 

30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411, 300 457,400 

31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800 

32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500 

33 242,000 277,400 311, 600 358,100 382,500 414,200 459,000 

34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400 

35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800 

36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200 

37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600 

38 246,700 281, 100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900 

39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200 

40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500 

41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800 

42 249,900 283,900 323, 100 371,500 390,400 418,900 462,100 

43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400 

44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700 

45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000 

46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100 

47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400 

48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700 

49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900 

50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200 

51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400 

52 255,800 290,600 335, 100 380,200 397,100 421,700 

53 256,200 291, 100 336,400 380,600 397,500 421,900 

54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200 

55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500 

56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800 

57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000 

58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300 
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59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600 

60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800 

61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000 

62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300 

63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600 

64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800 

65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000 

66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300 

67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600 

68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800 

69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000 

70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300 

71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600 

72 262,000 301,900 350, 100 391,000 405,800 426,800 

73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000 

74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300 

75 262,900 303, 100 351,200 392,500 406,600 

76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800 

77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000 

78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300 

79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600 

80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800 

81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000 

82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300 

83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600 

84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800 

85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000 

86 266,200 305,800 355,700 

87 266,500 306,100 356, 100 

88 266,800 306,400 356,500 

89 267,100 306,700 356,700 

90 267,400 307,000 357, 100 
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91 267,700 307,300 357,500 

92 268,000 307,600 357,900 

93 268,300 307,800 358, 100 

94 308,000 358,400 

95 308,300 358,800 

96 308,700 359,100 

97 308,900 359,400 

98 309,200 359,800 

99 309,500 360,200 

100 309,900 360,600 

101 310, 100 361,100 

102 310,400 361,500 

103 310,700 361,900 

104 311, 000 362,300 

105 311, 200 362,800 

106 311, 500 363,200 

107 311, 800 363,500 

108 312, 100 363,800 

109 312,300 364,200 

110 312,600 

111 313,000 

112 313,300 

113 313,500 

114 313,700 

115 314,000 

116 314,400 

117 314,600 

118 314,800 

119 315, 100 

120 315,400 

121 315,700 

122 315,900 
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123 316,200 

124 316,500 

125 316,800 

定年前再 200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 409,200 

任用短時

間勤務職

員

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
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イ 医療職給料表（二）

： 1級 2級 3級 4級 5級
職員の区分

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 201,000 239,800 274,400 293,300 326,300 

2 203,100 241,100 275,200 294,100 327,700 

3 205,200 242,400 275,900 294,800 329,100 

4 207,300 243,700 276,700 295,500 330,500 

5 209,300 244,900 277,500 296,200 331,900 

6 211,300 246,000 278,300 296,900 333,500 

7 213,300 247,000 279,100 297,600 335,000 

8 215,100 247,900 279,800 298,300 336,500 

， 216,900 249,000 280,500 299,100 337,900 
10 218,800 250,100 281,300 299,800 339,500 

11 220,700 251,200 282,100 300,600 341,000 

12 222,800 252,400 282,900 301,200 342,500 

定年前再任用短時間 13 224,500 253,600 283,700 301,800 343,900 

勤務職員以外の職員 14 226,500 254,800 284,500 302,900 345,500 

15 228,700 256,000 285,200 304,000 347,000 

16 230,800 257,100 286,000 305,200 348,500 

17 232,900 258,100 286,800 306,300 350,000 

18 234,000 259,100 287,600 307,500 351,600 

19 235,000 260,200 288,400 308,600 353,200 

20 236,100 261,200 289,100 309,800 354,700 

21 237,200 262,300 289,900 311,000 356,000 

22 238,000 263,200 290,800 312,200 357,500 

23 238,900 264,000 291,700 313,400 359,000 

24 239,700 264,800 292,400 314,500 360,500 

25 240,600 265,600 293,100 315,700 361,900 

26 241,500 266,400 294,000 316,900 363,400 

27 242,400 267,200 294,900 318,000 364,900 
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28 243,300 268,000 295,600 319,200 366,300 

29 244,100 268,700 296,400 320,400 367,700 

30 244,900 269,500 297,400 321,600 369,300 

31 245,600 270,300 298,300 322,800 370,700 

32 246,400 271,100 299,300 324,000 372,200 

33 247,100 271,900 300,300 325,100 373,400 

34 247,700 272,700 301,400 326,200 374,500 

35 248,400 273,300 302,400 327,400 375,700 

36 249,100 274,100 303,300 328,600 376,800 

37 249,800 275,000 304,300 329,800 377,800 

38 250,400 275,800 305,300 331,000 378,600 

39 251,000 276,600 306,300 332,300 379,500 

40 251,600 277,300 307,300 333,500 380,600 

41 252,200 278,000 308,200 334,400 381,600 

42 252,800 278,800 309,400 335,600 382,600 

43 253,400 279,600 310,500 336,800 383,600 

44 253,900 280,300 311,600 338,000 384,500 

45 254,300 281,000 312,600 338,900 385,300 

46 254,900 281,800 313,700 339,900 386,100 

47 255,300 282,600 314,800 340,900 387,000 

48 255,700 283,300 315,800 341,800 387,800 

49 256,100 284,000 316,900 342,700 388,300 

50 256,600 284,700 317,900 343,600 389,100 

51 257,100 285,300 319,000 344,600 389,900 

52 257,600 286,000 320,100 345,500 390,700 

53 257,900 286,700 321,100 346,000 391,100 

54 258,200 287,300 322,100 346,900 391,800 

55 258,500 288,000 323,100 347,600 392,500 

56 258,800 288,600 324,100 348,500 393,100 

57 259,100 289,300 325,000 349,200 393,500 

58 259,400 290,000 326,000 349,500 394,000 
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59 259,700 290,700 327,000 349,900 394,600 

60 260,000 291,300 327,900 350,500 395,200 

61 260,300 291,800 328,800 351,100 395,600 

62 260,600 292,400 329,500 351,800 396,100 

63 260,900 293,100 330,200 352,500 396,600 

64 261,200 293,700 330,800 353,100 397,100 

65 261,500 294,200 331,400 353,800 397,700 

66 261,800 294,800 332,100 354,300 398,200 

67 262,100 295,500 332,700 354,900 398,800 

68 262,400 296,100 333,300 355,500 399,400 

69 262,700 296,700 333,900 355,800 399,900 

70 263,000 297,300 334,100 356,300 400,400 

71 263,300 297,900 334,500 356,700 400,800 

72 263,500 298,500 335,000 357,200 401,200 

73 263,700 299,100 335,600 357,700 401,500 

74 264,000 299,600 336,100 358,200 402,000 

75 264,300 300,000 336,600 358,700 402,400 

76 264,500 300,400 337,000 359,100 402,800 

77 264,700 300,700 337,600 359,400 403,200 

78 265,000 301,000 338,100 359,700 

79 265,300 301,200 338,500 359,900 

80 265,500 301,500 339,000 360,200 

81 265,700 301,800 339,500 360,700 

82 266,000 302,000 339,800 361,000 

83 266,300 302,300 340,000 361,300 

84 266,500 302,600 340,300 361,600 

85 266,700 302,800 340,700 362,000 

86 303,000 341, 100 362,300 

87 303,200 341,400 362,600 

88 303,400 341,700 362,900 

89 303,800 342,000 363,300 
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90 304,000 342,200 363,600 

91 304,200 342,600 363,800 

92 304,400 342,900 364,100 

93 304,800 343,100 364,400 

94 305,000 343,400 364,800 

95 305,200 343,700 365,200 

96 305,500 343,900 365,600 

97 305,800 344,100 366,100 

98 306,000 344,400 366,500 

99 306,200 344,700 366,900 

100 306,500 344,900 367,300 

101 306,800 345, 100 367,800 

102 307,000 345,300 

103 307,200 345,700 

104 307,500 345,900 

105 307,800 346,100 

106 346,400 

107 346,800 

108 347,200 

109 347,400 

定年前再任用短時間 201,300 227,900 257,300 271,300 297,800 

勤務職員

備考 この表は、栄養士等で規則で定めるものに適用する。
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ウ 医療職給料表（三）

了
1級 2級 3級 4級 5級

職員の区分
給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 221,700 254,700 293,900 307,300 330,800 

2 223,600 256,800 294,400 307,800 331,800 

3 225,400 259,000 294,900 308,300 332,800 

4 227, 100 261,200 295,400 308,800 333,700 

5 228,800 263,400 295,800 309,300 334,700 

6 230,700 264,400 296,300 309,800 335,900 

7 232,500 265,200 296,800 310,400 337,100 

8 234,200 266,100 297,200 310,800 338,300 

， 235,900 266,900 297,600 311,300 339,200 
10 237,800 268,000 298,100 311,800 340,400 

11 239,700 269,100 298,600 312,400 341,500 

12 241,600 270,000 299,100 312,900 342,600 

定年前再任用短時間 13 243,400 270,800 299,500 313,300 343,600 

勤務職員以外の職員 14 245,400 271,500 300,000 313,900 344,700 

15 247,400 272,200 300,400 314,600 345,800 

16 249,400 273,000 300,900 315,200 346,900 

17 251,400 274,100 301,400 315,800 348,000 

18 253,400 275,000 301,800 316,700 349,100 

19 255,500 275,900 302,300 317,500 350,200 

20 257,500 276,800 302,700 318,400 351,300 

21 259,400 277,800 303,200 319,200 352,400 

22 260,600 278,800 303,600 320,100 353,600 

23 261,700 279,700 304,100 321,000 354,700 

24 262,800 280,700 304,500 321,800 355,800 

25 263,900 281,500 305,000 322,600 356,800 

26 264,700 282,400 305,600 323,400 358,100 

27 265,600 283,300 306,300 324,300 359,400 
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28 266,400 284,200 307,000 325,200 360,700 

29 267,200 285,200 307,700 325,900 361,900 

30 267,900 285,900 308,400 327,000 363,400 

31 268,600 286,600 309,100 328,100 364,900 

32 269,300 287,300 309,900 329,100 366,400 

33 270, 100 287,900 310,600 330,200 367,600 

34 270,700 288,500 311,400 331,200 369,100 

35 271,300 289,000 312,100 332,300 370,500 

36 271,800 289,400 312,800 333,400 371,900 

37 272,400 289,800 313,500 334,500 373,300 

38 273, 100 290,400 314,300 335,600 374,300 

39 273,800 290,900 315,100 336,700 375,700 

40 274,500 291,300 315,900 337,800 377,000 

41 275,200 291,700 316,500 338,600 378,300 

42 275,800 292,200 317,400 339,700 379,700 

43 276,500 292,600 318,400 340,800 381,000 

44 277, 100 293,100 319,300 341,800 382,300 

45 277,900 293,600 320,100 342,700 383,800 

46 278,600 294,000 321,100 343,600 385,000 

47 279,300 294,500 322,100 344,600 386,100 

48 279,900 294,900 323,000 345,600 387,300 

49 280,400 295,400 323,900 346,800 388,400 

50 280,900 295,800 324,800 348,100 389,300 

51 281,300 296,300 325,800 349,300 390,300 

52 281,700 296,800 326,800 350,500 391,200 

53 282,000 297,200 327,600 351,400 391,800 

54 282,500 297,600 328,500 352,600 392,600 

55 282,900 298,100 329,500 353,700 393,400 

56 283,300 298,500 330,400 355,000 394,200 

57 283,700 299,000 331,300 356,000 394,900 

58 284,100 299,700 332,200 356,900 395,600 
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59 284,400 300,400 333,200 358,000 396,300 

60 284,700 301,100 334,100 359,200 396,900 

61 285, 100 301,800 335,000 360,300 397,500 

62 285,500 302,700 336,100 361,500 398,100 

63 285,900 303,600 337,300 362,700 398,800 

64 286,200 304,300 338,500 363,700 399,400 

65 286,500 305,000 339,200 364,700 400,100 

66 286,900 305,900 340,300 365,700 400,600 

67 287,300 306,700 341,400 366,800 401,200 

68 287,600 307,500 342,300 367,900 401,700 

69 288,000 308,200 343,400 368,700 402,100 

70 288,500 309,100 344,100 369,800 402,700 

71 288,900 310,000 345,200 370,900 403,100 

72 289,200 310,800 346,300 371,900 403,400 

73 289,600 311, 700 347,400 372,600 403,700 

74 290,100 312,500 348,600 373,400 404,200 

75 290,600 313,400 349,700 374,200 404,600 

76 291, 100 314,300 350,800 374,900 404,900 

77 291,600 315,100 351,900 375,500 405,200 

78 292,100 316,000 353,000 376,000 405,700 

79 292,700 317,000 354,000 376,500 406,200 

80 293, 100 317,900 355,100 377,000 406,600 

81 293,600 318,400 356,000 377,600 406,900 

82 294,000 319,200 357,000 378,100 407,300 

83 294,500 320,100 357,900 378,600 407,800 

84 295,000 320,900 358,900 379,100 408,200 

85 295,400 321,700 359,800 379,500 408,600 

86 295,800 322,600 360,600 379,900 

87 296,300 323,600 361,400 380,500 

88 296,800 324,600 362,200 381,000 

89 297,200 325,500 362,800 381,300 
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90 297,700 326,500 363,400 381,800 

91 298,200 327,500 364,000 382,100 

92 298,700 328,500 364,600 382,400 

93 299,200 329,300 365,000 383,000 

94 299,600 330,000 365,400 383,500 

95 300,100 330,700 365,900 384,000 

96 300,700 331,300 366,300 384,500 

97 301,300 331,800 366,800 385,100 

98 301,800 332,100 367,200 385,600 

99 302,300 332,600 367,700 386,100 

100 302,800 333,200 368,100 386,500 

101 303,200 333,600 368,400 387,100 

102 303,700 334,100 368,900 387,600 

103 304,100 334,700 369,200 388,100 

104 304,500 335,200 369,500 388,600 

105 304,900 335,600 369,900 389,200 

106 305,300 336,100 370,400 389,600 

107 305,700 336,600 370,900 390,100 

108 306,000 337,100 371,400 390,600 

109 306,200 337,500 371,900 391,200 

110 306,500 337,800 372,400 

111 306,700 338,100 372,900 

112 307,000 338,400 373,300 

113 307,300 338,700 373,700 

114 307,500 339,100 374,100 

115 307,800 339,400 374,600 

116 308,000 339,700 375,100 

117 308,300 339,900 375,500 

118 308,500 340,200 376,000 

119 308,800 340,500 376,500 

120 309,100 340,700 377,000 
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121 309,400 340,900 377,300 

122 309,700 341,200 

123 310,000 341,500 

124 310,300 341,800 

125 310,500 342,000 

126 310,700 342,300 

127 311,000 342,600 

128 311,400 342,800 

129 311,600 343,000 

130 311,900 343,200 

131 312,200 343,500 

132 312,600 343,700 

133 312,800 344,000 

134 313,100 344,400 

135 313,400 344,800 

136 313,700 345,200 

137 313,900 345,500 

138 314,200 345,900 

139 314,500 346,300 

140 314,800 346,700 

141 315,000 347,000 

142 315,300 347,400 

143 315,700 347,700 

144 316,000 348,100 

145 316,200 348,400 

146 316,400 348,800 

147 316,700 349,200 

148 317,000 349,600 

149 317,200 349,900 

150 317,400 350,300 

151 317,700 350,700 
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152 318,000 351,100 

153 318,400 351,400 

154 318,600 

155 318,800 

156 319,100 

157 319,400 

158 319,700 

159 320,000 

160 320,300 

161 320,700 

162 321,000 

163 321,300 

164 321,600 

165 322,000 

166 322,300 

167 322,600 

168 322,900 

169 323,300 

定年前再任用短時間 248,800 269,700 277,300 288,100 305,100 

勤務職員

備考 この表は、診療所等に勤務する看護師、准看護師及び保健センター等に勤務する保健師等

で規則で定めるものに適用する。
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別表第 3 （第 3条閲係）

福祉職給料表

職員の区分

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員

了
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1級

給料月額

円

212,700 

214,400 

216,000 

217,700 

219,200 

220,800 

222,400 

224,000 

225,600 

227,400 

229,200 

230,200 

231,200 

232,300 

233,500 

234,600 

235,600 

236,600 

237,500 

238,500 

239,500 

240,900 

242,200 

243,500 

244,800 

246,100 

2級 3級 4級

給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円

267,600 299,600 325,700 

269,000 300,500 327,400 

270,300 301,300 328,900 

271,600 302,200 330,300 

273,000 303,100 331,500 

274,000 304,000 332,900 

275,000 304,900 334,200 

276,000 305,700 335,600 

276,900 306,500 337,000 

277,800 307,500 338,500 

278,800 308,700 339,900 

279,700 309,700 341,300 

280,800 310,900 342,700 

281,700 312,000 344,200 

282,600 313,100 345,800 

283,400 314,100 347,300 

283,900 315,100 348,800 

284,600 316,200 350,400 

285,400 317,200 351,900 

286,100 318,200 353,400 

287,000 319,200 354,900 

287,900 320,200 356,400 

288,800 321,200 357,900 

289,700 322,100 359,400 

290,700 323,100 360,900 

291,600 324,000 362,500 
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27 247,400 292,400 325,000 364,000 

28 248,600 293,300 326,000 365,500 

29 249,700 294,200 327,000 366,700 

30 250,600 295,000 328,000 368,200 

31 251,400 295,900 329,100 369,700 

32 252,200 296,700 330,200 371,200 

33 253,200 297,700 331,200 372,500 

34 254,000 298,700 332,300 374,000 

35 254,800 299,700 333,400 375,500 

36 255,600 300,500 334,400 377,000 

37 256,300 301,400 335,400 378,400 

38 257,000 302,300 336,400 379,800 

39 257,700 303,300 337,500 381,100 

40 258,400 304,100 338,500 382,500 

41 259,200 305,000 339,500 383,500 

42 259,800 305,900 340,400 384,600 

43 260,400 306,800 341,300 385,500 

44 261,000 307,700 342,200 386,600 

45 261,400 308,600 342,900 387,300 

46 261,900 309,500 343,600 387,900 

47 262,400 310,400 344,200 388,500 

48 262,800 311, 200 344,800 389,200 

49 263,200 312,000 345,400 390,000 

50 263,800 312,900 346,000 390,700 

51 264,300 313,700 346,500 391,500 

52 264,800 314,500 347,100 392,200 

53 265,200 315,400 347,700 393,000 

54 265,700 316,300 348,200 393,700 

55 266,100 317,300 348,700 394,400 

56 266,500 318,200 349,200 395,000 

57 267,000 319,000 349,600 395,300 
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58 267,400 319,900 349,800 395,900 

59 267,800 320,800 350,200 396,500 

60 268,100 321,700 350,700 397,200 

61 268,500 322,600 351,000 397,600 

62 268,900 323,400 351,400 398,300 

63 269,200 324,300 351,800 398,900 

64 269,500 325, 100 352,200 399,500 

65 269,900 325,800 352,600 399,900 

66 270,300 326,700 353,100 400,400 

67 270,600 327,500 353,500 401,000 

68 270,900 328,300 354,000 401,500 

69 271,300 328,900 354,200 401,900 

70 271,600 329,400 354,700 402,400 

71 271,900 329,900 355,100 402,900 

72 272,300 330,400 355,500 403,400 

73 272,700 330,800 355,800 403,900 

74 273,000 331,300 356,200 404,300 

75 273,400 331,800 356,700 404,600 

76 273,700 332,300 357,100 404,900 

77 274,000 332,600 357,300 405,100 

78 274,400 332,900 357,600 405,300 

79 274,800 333,300 358,000 405,600 

80 275,100 333,600 358,400 405,900 

81 275,300 333,900 358,700 406,100 

82 275,600 334,200 359,000 406,400 

83 276,000 334,400 359,400 406,700 

84 276,300 334,700 359,800 406,900 

85 276,500 335, 100 360,100 407,100 

86 276,800 335,500 360,500 

87 277,200 335,800 360,900 

88 277,500 336,000 361,100 
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89 277,800 336,500 361,400 

90 278,100 336,900 

91 278,400 337,100 

92 278,700 337,400 

93 279,000 337,800 

94 279,400 338,200 

95 279,800 338,500 

96 280,100 338,800 

97 280,300 339,000 

98 280,700 339,300 

99 281,000 339,600 

100 281,300 339,900 

101 281,600 340,300 

102 281,900 340,500 

103 282,200 340,800 

104 282,500 341,200 

105 282,700 341,600 

106 282,900 341,900 

107 283,200 342,200 

108 283,500 342,500 

109 283,800 342,800 

110 284,100 343,200 

111 284,400 343,500 

112 284,600 343,700 

113 284,900 343,900 

114 285, 100 344,200 

115 285,400 344,400 

116 285,800 344,700 

117 286,100 344,900 

118 286,400 

119 286,700 
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120 287,000 

121 287,200 

122 287,400 

123 287,800 

124 288,100 

125 288,300 

126 288,600 

127 288,900 

128 289,300 

129 289,500 

130 289,900 

131 290,300 

132 290,600 

133 290,800 

134 291, 100 

135 291,500 

136 291,800 

137 292,000 

138 292,300 

139 292,600 

140 292,900 

141 293, 100 

142 293,300 

143 293,500 

144 293,700 

145 294,100 

146 294,300 

147 294,600 

148 294,900 

149 295,200 

150 295,400 
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151 295,700 

152 295,900 

153 296,200 

定年前再任用短時間 214, 100 254,800 269,600 304,400 

勤務職員

備考 この表は、養護老人ホーム、保育所等に勤務し、指導、介護、保育等の業務に従事する職

員で規則で定めるものに適用する。
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第2条 今治市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第12条第 2項第 2号ス中「以上」の次に「65キロメートル未満」を加え、同号に次のように

加える。

セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

夕 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円

ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円

第28条第 2項中「100分の127.5」を「100分の126.25」に、同条第 3項中「100分の127.5」を

「100分の126.25」に、「100分の72.5」を「100分の71.25」に改める。

第31条第 2項第 1号中「100分の107.5」を「100分の106.25」に、同項第 2号中「100分の52.5」

を「100分の51.25」に改める。

別表第 5第2項の表中

1件 100円

1件 150円

1件 100円

1勤務日 150円

1勤務日 100円

を

ー

1件 500円

1件 500円

1件 400円

1件（訓練にあっては 1勤務日） 250円

1件（訓練にあっては 1勤務日） 150円
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に改め、同表 6 災害応急作業等手当の部に次のように加える。

1日 840円（災害救助法が適用される緊急消防援助隊として派遣され、異常な自

2な40とロニロニロ：Iロニ：ロニ：ロ
禁止等の措置がなされた区域など著し行う遭難救助作業等に従事した職員

く危険と認める区域で行われた場合に

あっては1,320円をそれぞれ加算）

（今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に閲する条例の一部改正）

第 3条 今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例（令和元年今治市条例第36

号）の一部を次のように改正する。

第26条第 2項中「100分の125」を「100分の126.25」に改める。

第26条の 2第 2項中「100分の105」を「100分の106.25」に改める。

別表第 1を次のように改める。
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別表第 1（第4条関係）

職務
行政職（一） 医療職（一） 医療職（二） 医療職（三） 福祉職

級

1級 2級 1級 1級 2級 1級 2級 1級 2級

号給
給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 195,800 242,000 885,000 201,000 239,800 221,700 254,700 212,700 267,600 

2 196,900 243,300 887,800 203, 100 241,100 223,600 256,800 214,400 269,000 

3 198,100 244,700 890,600 205,200 242,400 225,400 259,000 216,000 270,300 

4 199,200 246,100 893,400 207,300 243,700 227,100 261,200 217,700 271,600 

5 200,300 247,500 896,000 209,300 244,900 228,800 263,400 219,200 273,000 

6 202,000 248,900 898,500 211,300 246,000 230,700 264,400 220,800 274,000 

7 203,600 250,300 901,000 213,300 247,000 232,500 265,200 222,400 275,000 

8 205,200 251,700 903,500 215, 100 247,900 234,200 266, 100 224,000 276,000 

， 206,700 253,100 906,000 216,900 249,000 235,900 266,900 225,600 276,900 
10 208,400 254,300 908,500 218,800 250,100 237,800 268,000 227,400 277,800 

11 210,000 255,600 911, 000 220,700 251,200 239,700 269, 100 229,200 278,800 

12 211, 600 256,900 913,500 222,800 252,400 241,600 270,000 230,200 279,700 

13 213, 100 258,100 916,000 224,500 253,600 243,400 270,800 231,200 280,800 

14 214,800 259,300 918,500 226,500 254,800 245,400 271,500 232,300 281,700 

15 216,500 260,500 921,000 228,700 256,000 247,400 272,200 233,500 282,600 

16 218,200 261,700 923,500 230,800 257,100 249,400 273,000 234,600 283,400 

17 219,400 262,800 926,000 232,900 258,100 251,400 274, 100 235,600 283,900 

18 221,000 263,900 928,800 234,000 259,100 253,400 275,000 236,600 284,600 

19 222,600 265,000 931,600 235,000 260,200 255,500 275,900 237,500 285,400 

20 224,100 266,100 934,400 236, 100 261,200 257,500 276,800 238,500 286, 100 

21 225,600 267,000 937,000 237,200 262,300 259,400 277,800 239,500 287,000 

22 227,200 268,000 939,500 238,000 263,200 260,600 278,800 240,900 287,900 

23 228,800 269,000 942,000 238,900 264,000 261,700 279,700 242,200 288,800 

24 230,400 270,000 944,500 239,700 264,800 262,800 280,700 243,500 289,700 

25 232,000 271,000 947,000 240,600 265,600 263,900 281,500 244,800 290,700 
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26 233,700 271,900 949,500 241,500 266,400 264,700 282,400 246,100 291,600 

27 235,000 272,700 952,000 242,400 267,200 265,600 283,300 247,400 292,400 

28 236,300 273,600 954,500 243,300 268,000 266,400 284,200 248,600 293,300 

29 237,600 274,400 957,000 244,100 268,700 267,200 285,200 249,700 294,200 

30 238,700 275,200 959,500 244,900 269,500 267,900 285,900 250,600 295,000 

31 239,800 276,000 962,000 245,600 270,300 268,600 286,600 251,400 295,900 

32 I 240, 900 276,700 964,500 246,400 271, 100 269,300 287,300 252,200 296,700 

33 I 242, ooo 277,400 967,000 24 7, 100 271,900 270,100 287,900 253,200 297,700 

34 I 242, 900 278,200 969,800 247,700 272,700 270,700 288,500 254,000 298,700 

35 I 243, 800 279,000 972,600 248,400 273,300 271,300 289,000 254,800 299,700 

36 I 244,800 279,600 975,400 249,100 274,100 271,800 289,400 255,600 300,500 

37 I 245, 800 280,300 978,000 249,800 275,000 272,400 289,800 256,300 301,400 

38 246,700 281,100 980,300 250,400 275,800 273,100 290,400 257,000 302,300 

39 247,600 281,800 982,600 251,000 276,600 273,800 290,900 257,700 303,300 

40 248,400 282,500 984,900 251,600 277,300 274,500 291,300 258,400 304, 100 

41 I 249, 200 283,200 987,000 252,200 278,000 275,200 291,700 259,200 305,000 

42 I 249, 900 283,900 989,300 252,800 278,800 275,800 292,200 259,800 305,900 

43 I 250, 500 284,600 991,600 253,400 279,600 276,500 292,600 260,400 306,800 

44 I 251, 100 285,300 993,900 253,900 280,300 277,100 293, 100 261,000 307,700 

45 1251,800 286,000 996,000 254,300 281,000 277,900 293,600 261,400 308,600 

46 I 252, 400 286,600 998,500 254,900 281,800 278,600 294,000 261,900 309,500 

47 I 253, ooo 287,300 1,001,000 255,300 282,600 279,300 294,500 262,400 310,400 

48 I 253, 600 287,900 1,003,500 255,700 283,300 279,900 294,900 262,800 311, 200 

49 254,100 288,600 1,006,000 256, 100 284,000 280,400 295,400 263,200 312,000 

50 254,700 289,200 1,008,300 256,600 284,700 280,900 295,800 263,800 312,900 

51 I 255, 300 289,900 1,010,600 257, 100 285,300 281,300 296,300 264,300 313,700 

52 I 255, 800 290,600 1,012,900 257,600 286,000 281,700 296,800 264,800 314,500 

53 I 256, 200 291,100 1,015,000 257,900 286,700 282,000 297,200 265,200 315,400 

54 I 256, 600 291,700 1,017,300 258,200 287,300 282,500 297,600 265,700 316,300 

55 I 256, 900 292,300 1,019,600 258,500 288,000 282,900 298, 100 266,100 317,300 

56 I 257, 200 293,000 1,021,900 258,800 288,600 283,300 298,500 266,500 318,200 
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57 257,500 293,600 1,024,000 259, 100 289,300 283,700 299,000 267,000 319,000 

58 257,800 294,200 1,026,500 259,400 290,000 284,100 299,700 267,400 319,900 

59 258,100 294,800 1,029,000 259,700 290,700 284,400 300,400 267,800 320,800 

60 258,400 295,500 1,031,500 260,000 291,300 284,700 301, 100 268,100 321,700 

61 258,700 296,100 1,034,000 260,300 291,800 285,100 301,800 268,500 322,600 

62 259,000 296,700 1,036,300 260,600 292,400 285,500 302,700 268,900 323,400 

63 I 259, 300 297,200 1,038,600 260,900 293,100 285,900 303,600 269,200 324,300 

64 I 259, 600 297,700 1,040,900 261,200 293,700 286,200 304,300 269,500 325, 100 

65 I 259, 900 298,200 1,043,000 261,500 294,200 286,500 305,000 269,900 325,800 

66 I 260, 200 298,800 1,045,300 261,800 294,800 286,900 305,900 270,300 326,700 

67 I 260, 500 299,300 1,047,600 262, 100 295,500 287,300 306,700 270,600 327,500 

68 I 260, 800 299,900 1,049,900 262,400 296,100 287,600 307,500 270,900 328,300 

69 261, 100 300,300 1,052,000 262,700 296,700 288,000 308,200 271,300 328,900 

70 261,400 300,800 1,054,500 263,000 297,300 288,500 309, 100 271,600 329,400 

71 261,700 301,300 1,057,000 263,300 297,900 288,900 310,000 271,900 329,900 

72 I 262, ooo 301,900 1,059,500 263,500 298,500 289,200 310,800 272,300 330,400 

73 I 262, 300 302,400 1,062,000 263,700 299,100 289,600 311, 700 272,700 330,800 

74 I 262, 600 302,800 1,064,300 264,000 299,600 290,100 312,500 273,000 331,300 

75 I 262, 900 303,100 1,066,600 264,300 300,000 290,600 313,400 273,400 331,800 

76 I 263, 200 303,400 1,068,900 264,500 300,400 291,100 314,300 273,700 332,300 

77 I 263, 500 303,600 1,071,000 264,700 300,700 291,600 315, 100 274,000 332,600 

78 I 263, 800 303,900 265,000 301,000 292,100 316,000 274,400 332,900 

79 I 264, 100 304,100 265,300 301,200 292,700 317,000 274,800 333,300 

80 264,400 304,400 265,500 301,500 293,100 317,900 275,100 333,600 

81 264,700 304,600 265,700 301,800 293,600 318,400 275,300 333,900 

82 I 265, ooo 304,800 266,000 302,000 294,000 319,200 275,600 334,200 

83 I 265, 300 305,100 266,300 302,300 294,500 320, 100 276,000 334,400 

84 I 265, 600 305,300 266,500 302,600 295,000 320,900 276,300 334,700 

85 I 265, 900 305,600 266,700 302,800 295,400 321,700 276,500 335, 100 

86 I 266, 200 305,800 303,000 295,800 322,600 276,800 335,500 

87 I 266, 500 306,100 303,200 296,300 323,600 277, 200 335,800 
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88 266,800 306,400 303,400 296,800 324,600 277,500 336,000 

89 267,100 306,700 303,800 297,200 325,500 277,800 336,500 

90 267,400 307,000 304,000 297,700 326,500 278,100 336,900 

91 267,700 307,300 304,200 298,200 327,500 278,400 337, 100 

92 268,000 307,600 304,400 298,700 328,500 278,700 337,400 

93 268,300 307,800 304,800 299,200 329,300 279,000 337,800 

94 308,000 305,000 299,600 330,000 279,400 338,200 

95 I 308, 300 305,200 300,100 330,700 279,800 338,500 

96 I 308, 700 305,500 300,700 331,300 280,100 338,800 

97 I 308, 900 305,800 301,300 331,800 280,300 339,000 

98 I 309, 200 306,000 301,800 332, 100 280,700 339,300 

99 I 309, 500 306,200 302,300 332,600 281,000 339,600 

100 309,900 306,500 302,800 333,200 281,300 339,900 

101 310,100 306,800 303,200 333,600 281,600 340,300 

102 310,400 307,000 303,700 334, 100 281,900 340,500 

103 I 310, 700 307,200 304,100 334,700 282,200 340,800 

104 I 311, ooo 307,500 304,500 335,200 282,500 341,200 

105 I 311, 200 307,800 304,900 335,600 282,700 341,600 

106 I 311, 500 305,300 336, 100 282,900 341,900 

107 I 311, 800 305,700 336,600 283,200 342,200 

108 I 312, 100 306,000 337, 100 283,500 342,500 

109 I 312, 300 306,200 337,500 283,800 342,800 

110 I 312, 600 306,500 337,800 284,100 343,200 

111 313,000 306,700 338, 100 284,400 343,500 

112 313,300 307,000 338,400 284,600 343,700 

113 I 313, 500 307,300 338,700 284,900 343,900 

114 I 313, 700 307,500 339, 100 285,100 344,200 

115 I 314, ooo 307,800 339,400 285,400 344,400 

116 I 314, 400 308,000 339,700 285,800 344,700 

117 I 314, 600 308,300 339,900 286,100 344,900 

118 I 314, 800 308,500 340,200 286,400 
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119 315, 100 308,800 340,500 286,700 

120 315,400 309,100 340,700 287,000 

121 315,700 309,400 340,900 287,200 

122 315,900 309,700 341,200 287,400 

123 316,200 310,000 341,500 287,800 

124 316,500 310,300 341,800 288,100 

125 I 316, soo 310,500 342,000 288,300 

126 310,700 342,300 288,600 

127 I 311, ooo 342,600 288,900 

128 I 311,400 342,800 289,300 

129 I 311, 600 343,000 289,500 

130 I 311, 900 343,200 289,900 

131 312,200 343,500 290,300 

132 312,600 343,700 290,600 

133 312,800 344,000 290,800 

134 I 313, 100 344,400 291, 100 

135 I 313,400 344,800 291,500 

136 I 313, 700 345,200 291,800 

137 I 313, 900 345,500 292,000 

138 I 314, 200 345,900 292,300 

139 I 314, 500 346,300 292,600 

140 I 314, 800 346,700 292,900 

141 I 315, ooo 347,000 293,100 

142 315,300 347,400 293,300 

143 315,700 347,700 293,500 

144 I 316, ooo 348, 100 293,700 

145 I 316, 200 348,400 294,100 

146 I 316,400 348,800 294,300 

147 I 316, 700 349,200 294,600 

148 I 317, ooo 349,600 294,900 

149 I 317, 200 349,900 295,200 
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150 317,400 350,300 295,400 

151 317,700 350,700 295,700 

152 318,000 351, 100 295,900 

153 318,400 351,400 296,200 

154 318,600 

155 318,800 

156 319,100 

157 319,400 

158 319,700 

159 320,000 

160 320,300 

161 320,700 

162 321,000 

163 321,300 

164 321,600 

165 322,000 

166 322,300 

167 322,600 

168 322,900 

169 323,300 

備考

1 行政職（一）は、次項から第 5項までに掲げる職員以外の全てのものに適用する。

2 医療職（一）は、医師について適用する。

3 医療職（二）は、栄養士等で規則で定めるものに適用する。

4 医療職（三）は、看護師、准看護師、保健師等で規則で定めるものに適用する。

5 福祉職は、指導、介護、保育等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。
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（今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第4条 今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成17年今治市条例第262号）の一

部を次のように改正する。

第27条中「100分の105」を「100分の107.5」に、「100分の87.5」を「100分の90」に改める。

第 5条 今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

第27条中「100分の107.5」を「100分の106.25」に、「100分の90」を「100分の88.75」に改め

る。

附則

（施行期 H)

1 この条例は、公布の Hから施行する。ただし、第 2条、第 3条及び第 5条の規定は、令和 8

年4月 1日から施行する。

（適用区分）

2 第 1条の規定（第28条第 2項及び第 3項並びに第31条第 2項第 1号及び第 2号の改正規定を

除く。）による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定は、令和 7年4月 1日から適用し、

第 1条の規定（第28条第 2項及び第 3項並びに第31条第 2項第 1号及び第 2号の改正規定に限

る。）による改正後の今治市職員の給与に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の

今治市企業職員の給与の種類及び某準を定める条例の規定は、令和 7年12月 1日から適用する。

（給与の内払）

3 第 1条の規定による改正後の今治市職員の給与に関する条例及び第4条の規定による改正後

の今治市企業職員の給与の種類及び某準を定める条例（以下「改正後の条例」という。）の規定

を適用する場合においては、第 1条の規定による改正前の今治市職員の給与に関する条例の規

定に某づいて支給された給与及び第4条の規定による改正前の今治市企業職員の給与の種類及

び基準を定める条例の規定に某づき支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払

とみなす。

（委任）

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
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「参考」

第 1条による今治市職員の給与に関する条例改正条項新旧対照表

（通勤手当）

第12条略

新

（通勤手当）

第12条略

旧

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員 I2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 略

(2) 前項第 2号に掲げる職員 次に掲げ

る職員の区分に応じ、支給単位期間につ

き、それぞれ次に定める額（第13条の 2第

1項の規定により在宅勤務等手当を支給

される職員、育児短時間勤務職員等、定年

前再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員（支給単位期間当たりの通勤回

数を考慮して規則で定める職員に限る。）

にあっては、その額から、その額に規則で

定める割合を乗じて得た額を減じた額）

ア・イ 略

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上

15キロメートル末満である職員 7,300 

旦

工 使用距離が片道15キロメートル以上

20キロメートル末満である職員

10,400円

オ 使用距離が片道20キロメートル以上

25キロメートル未満である職員

13,500円

力 使用距離が片道25キロメートル以上

30キロメートル未満である職員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 略

(2) 前項第 2号に掲げる職員 次に掲げ

る職員の区分に応じ、支給単位期間につ

き、それぞれ次に定める額（第13条の 2第

1項の規定により在宅勤務等手当を支給

される職員、育児短時間勤務職員等、定年

前再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員（支給単位期間当たりの通勤回

数を考慮して規則で定める職員に限る。）

にあっては、その額から、その額に規則で

定める割合を乗じて得た額を減じた額）

ア・イ 略

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上

15キロメートル末満である職員 7,100 

旦

工 使用距離が片道15キロメートル以上

20キロメートル末満である職員

10,000円

オ 使用距離が片道20キロメートル以上

25キロメートル未満である職員

12,900円

力 使用距離が片道25キロメートル以上

30キロメートル未満である職員
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16,600円

キ 使用距離が片道30キロメートル以上

35キロメートル未満である職員

19,700円

ク 使用距離が片道35キロメートル以上

40キロメートル未満である職員

22,800円

ケ 使用距離が片道40キロメートル以上

45キロメートル未満である職員

25,900円

コ 使用距離が片道45キロメートル以上

50キロメートル未満である職員

29,100円

サ 使用距離が片道50キロメートル以上

55キロメートル未満である職員

32,300円

シ 使用距離が片道55キロメートル以上

60キロメートル未満である職員

35,500円

ス 使用距離が片道60キロメートル以上

である職員 38,700円

(3) 略

3 ~10 略

（期末手当）

第28条略

15,800円

キ 使用距離が片道30キロメートル以上

35キロメートル未満である職員

18,700円

ク 使用距離が片道35キロメートル以上

40キロメートル未満である職員

21,600円

ケ 使用距離が片道40キロメートル以上

45キロメートル未満である職員

24,400円

コ 使用距離が片道45キロメートル以上

50キロメートル未満である職員

26,200円

サ 使用距離が片道50キロメートル以上

55キロメートル未満である職員

28,000円

シ 使用距離が片道55キロメートル以上

60キロメートル未満である職員

29,800円

ス 使用距離が片道60キロメートル以上

である職員 31,600円

(3) 略

3~10 略

（期末手当）

第28条略

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、 100| 2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、 100

分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前 6

月以内の期間における当該職員の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じ

て得た額とする。

分の125 を乗じて得た額に、基準日以前 6

月以内の期間における当該職員の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じ

て得た額とする。
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表略 表略

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前 I3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「100分

の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 ~ 6 略

（勤勉手当）

項の規定の適用については、同項中「100分

の125 」とあるのは「100分の70 」とする。

4 ~ 6 略

（勤勉手当）

第31条略 第31条略

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命 2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市長が規則で定める基準に従って定

める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、任命権者が支給する勤勉手当の額

の、その者に所属する次の各号に掲げる職員

の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定

める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあっ

ては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額を加算した額に 100分の

107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤

務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を

乗じて得た額の総額

3 ~ 5 略

権者が市長が規則で定める基準に従って定

める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、任命権者が支給する勤勉手当の額

の、その者に所属する次の各号に掲げる職員

の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定

める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあっ

ては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額を加算した額に 100分の

105 を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤

務職員の勤勉手当基礎額に100分の50 を

乗じて得た額の総額

3 ~ 5 略



����

��
「参考」

第 2条による今治市職員の給与に関する条例改正条項新旧対照表

（通勤手当）

第12条略

新

（通勤手当）

第12条略

旧

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員 I2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 略

(2) 前項第 2号に掲げる職員 次に掲げ

る職員の区分に応じ、支給単位期間につ

き、それぞれ次に定める額（第13条の 2第

1項の規定により在宅勤務等手当を支給

される職員、育児短時間勤務職員等、定年

前再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員（支給単位期間当たりの通勤回

数を考慮して規則で定める職員に限る。）

にあっては、その額から、その額に規則で

定める割合を乗じて得た額を減じた額）

ア～シ略

ス 使用距離が片道60キロメートル以上

65キロメートル末満である職員

38,700円

主使用距離が片道65キロメートル以上

70キロメートル末満である職員

42,200円

ユ使用距離が片道70キロメートル以上

75キロメートル未満である職員

45,700円

之使用距離が片道75キロメートル以上

80キロメートル未満である職員

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 略

(2) 前項第 2号に掲げる職員 次に掲げ

る職員の区分に応じ、支給単位期間につ

き、それぞれ次に定める額（第13条の 2第

1項の規定により在宅勤務等手当を支給

される職員、育児短時間勤務職員等、定年

前再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員（支給単位期間当たりの通勤回

数を考慮して規則で定める職員に限る。）

にあっては、その額から、その額に規則で

定める割合を乗じて得た額を減じた額）

ア～シ略

ス 使用距離が片道60キロメートル以上

である職員

38,700円
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49,200円

土使用距離が片道80キロメートル以上

85キロメートル未満である職員

52,700円

叉使用距離が片道85キロメートル以上

90キロメートル未満である職員

56,200円

工使用距離が片道90キロメートル以上

95キロメートル未満である職員

59,600円

上使用距離が片道95キロメートル以上

100キロメートル未満である職員

63,000円

土使用距離が片道100キロメートル以上

である職員 66,400円

(3) 略

3 ~10 略

（期末手当）

第28条略

(3) 略

3~10 略

（期末手当）

第28条略

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、 100| 2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、 100

分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前 6

月以内の期間における当該職員の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じ

て得た額とする。

表略

分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6

月以内の期間における当該職員の在職期間

の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じ

て得た額とする。

表略

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前 I3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「100分

の126.25」とあるのは「100分の71.25」とす

る。

4 ~ 6 略

項の規定の適用については、同項中「100分

の127.5」とあるのは「100分の72.5」とす

る。

4 ~ 6 略
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（勤勉手当）

第31条略

（勤勉手当）

第31条略

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命 2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市長が規則で定める基準に従って定 権者が市長が規則で定める基準に従って定

める割合を乗じて得た額とする。この場合に める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、任命権者が支給する勤勉手当の額 おいて、任命権者が支給する勤勉手当の額

の、その者に所属する次の各号に掲げる職員 の、その者に所属する次の各号に掲げる職員

の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定 の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定

める額を超えてはならない。 める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時 （1) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉 間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準 手当基備額に当該職員がそれぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあっ 日現在（退職し、又は死亡した職員にあっ

ては、退職し、又は死亡した日現在。次項 ては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養 において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額及びこれに対する地域手当の 手当の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額を加算した額に 100分の 月額の合計額を加算した額に 100分の

106.25を乗じて得た額の総額 107. 5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時 （2) 前項の職員のうち定年前再任用短時

間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤 間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤

務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25 務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5

を乗じて得た額の総額 を乗じて得た額の総額

3 ~ 5 略 3~ 5 略
別表第 5 （第26条関係） 別表第 5 （第26条関係）

1 略 1 略

2 消防特殊勤務手当表 2 消防特殊勤務手当表

種類 支給額 職員の範囲 種類 支給額 職員の範囲

1 出動手当 1件 500円 消火（原因調査 1 出動手当 1件 100円 消火（原因調査

を含む。）及び を含む。）及び

救助作業に従事 救助作業に従事
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した消防吏員 した消防吏員

1件 500円 救急業務に従事 1件 150円 救急業務に従事

した救急救命士 した救急救命士

1件 400円 救急業務に従事 1件 100円 救急業務に従事

した消防吏員 した消防吏員

1件（訓練に 消防救急艇の操 1勤務日 消防救急艇の操

あっては 1勤 船業務（訓練を 船業務（訓練を

務 H) 250円含む。）に従事し 150円含む。）に従事し

た船舶海技の資 た船舶海技の資

格を有する消防 格を有する消防

吏員 吏員

1件（訓練に 消防救急艇に乗 1勤務日 消防救急艇に乗

あっては 1勤 務（訓練を含 務（訓練を含

務日） 150円む。）をした消防 100円む。）をした消防

吏員 吏員

略 略

6 災害応急 略 6 災害応急 略

作業等手当 1日 480円異常な自然現象 作業等手当 1日 480円異常な自然現象

（業務が日没 により重大な災 （業務が日没 により重大な災

時から日出時 害が発生し、又 時から日出時 害が発生し、又

までの間に行 は発生するおそ までの間に行 は発生するおそ

われた場合に れのある現場で われた場合に れのある現場で

あっては240行う巡回監視、 あっては240行う巡回監視、

円を、業務が 災害状況調査等 円を、業務が 災害状況調査等

著しく危険で に従事した職員 著しく危険で に従事した職員

あると市長が あると市長が

認める区域で 認める区域で

行われた場合 行われた場合

にあっては にあっては

480円をそれ 480円をそれ

ぞれ加算） ぞれ加算）



����

��
1日 840円緊急消防援助隊

（災害救助法 として派遣さ

が滴用される れ、異常な自然

など大規模な 現象若しくは大

災害に該当す 規模な事故によ

る場合は240り重大な災害が

円を、災害対 発生した箇所又

策基本法に基 はその周辺にお

づく立入禁止 いて行う遭難救

等の措置がな 助作業等に従事

された区域な した職員

ど著しく危険

と認める区域

で行われた場

合にあっては

1, 320円をそ

れぞれ加算）
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「参考」

第 3条による今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例改正条項新I日対照表

新

（会計年度任用職員の期末手当）

第 26条略

旧

（会計年度任用職員の期末手当）

第 26条略

2 期末手当の額は、期末手当某礎額に、lQQI 2 期末手当の額は、期末手当某礎額に、lQQ

分の126.25を乗じて得た額に、某準日以前 6

月以内の期間におけるその者の在職期間の

区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて

得た額とする。

表略

3 ~ 5 略

（会計年度任用職員の勤勉手当）

第26条の 2 略

分の125 を乗じて得た額に、基準日以前 6

月以内の期間におけるその者の在職期間の

区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて

得た額とする。

表略

3 ~ 5 略

（会計年度任用職員の勤勉手当）

第26条の 2 略

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命 I2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市長が規則で定める某準に従って定

める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、任命権者が支給する勤勉手当の額の

総額は、その者に所属する会計年度任用職員

権者が市長が規則で定める某準に従って定

める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、任命権者が支給する勤勉手当の額の

総額は、その者に所属する会計年度任用職員

の勤勉手当某礎額に100分の106.25を乗じて Iの勤勉手当某礎額に100分の105 を乗じて

得た額を超えてはならない。 得た額を超えてはならない。

3 • 4 略 3 • 4 略
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「参考」

第4条による今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例改正条項新旧対照表

新 旧

（給与条例の読替え） （給与条例の読替え）

第27条 特定任期付企業職員に対する給与条 第27条 特定任期付企業職員に対する給与条

例第31条第 2項第 1号の規定の適用につい 例第31条第 2項第 1号の規定の適用につい

ては、同号中「100分の107.5」とあるのは「凶2 ては、同号中「100分の105 」とあるのは「凶9

分の90 」とする。 分の87.5」とする。
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「参考」

第 5条による今治市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例改正条項新旧対照表

新 旧

（給与条例の読替え） （給与条例の読替え）

第27条 特定任期付企業職員に対する給与条 第27条 特定任期付企業職員に対する給与条

例第31条第 2項第 1号の規定の適用につい 例第31条第 2項第 1号の規定の適用につい

ては、同号中「100分の106.25」とあるのは ては、同号中「100分の107.5」とあるのは

「100分の88.75」とする。 「100分の90 」とする。
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議会第 5回議案第101号

今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期

末手当支給条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

人事院の給与勧告に鑑み、議会議員の期末手当についても他との均衡を考慮して改定しよ

うとするもの。
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今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償

及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

第 1条 今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例（平成20年今治市条

例第42号）の一部を次のように改正する。

第 5条第 2項中「100分の172.5」を「100分の177.5」に改める。

第 2条 今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を次のように

改正する。

第 5条第 2項中「100分の177.5」を「100分の175」に改める。

附則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 2条の規定は、令和 8年4月 1日から施行

する。

（適用区分）

2 第 1条の規定による改正後の今治市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給

条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和 7年12月 1日から適用する。

（期末手当の内払）

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第 1条の規定による改正前の今治市議会議

員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の規定に韮づいて支給された期末手当は、

改王後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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「参考」

第 1条による今治市議会議員に対する議員報酬、費

用弁償及び期末手当支給条例改王条項新旧対照表

新 旧

（期末手当） （期末手当）

第5条 略 第5条 略

2 期末手当の額は、それぞれその某準日現在 2 期末手当の額は、それぞれその某準日現在

（退職した議員にあっては、退職した日現 （退職した議員にあっては、退職した日現

在）において受けるべき議員報酬月額及びそ 在）において受けるべき議員報酬月額及びそ

の議員報酬月額に100分の20の割合を乗じて の議員報酬月額に100分の20の割合を乗じて

得た額の合計額に、 100分の177.5を乗じて得 得た額の合計額に、 100分の172.5を乗じて得

た額に、基準日以前 6月以内の期間における た額に、基準日以前 6月以内の期間における

その議員の在職期間の区分に応じて、次の表 その議員の在職期間の区分に応じて、次の表

に定める割合を乗じて得た額とする。 に定める割合を乗じて得た額とする。

表 略 表 略

3 略 3 略
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「参考」

第 2条による今治市議会議員に対する議員報酬、費

用弁償及び期末手当支給条例改王条項新旧対照表

新 旧

（期末手当）

第 5条略

（期末手当）

第 5条略

2 期末手当の額は、それぞれその某準日現在 12 期末手当の額は、それぞれその某準日現在

（退職した議員にあっては、退職した日現

在）において受けるべき議員報酬月額及びそ

の議員報酬月額に100分の20の割合を乗じて

得た額の合計額に、 100分の175 を乗じて得

た額に、基準日以前 6月以内の期間における

その議員の在職期間の区分に応じて、次の表

に定める割合を乗じて得た額とする。

表略

3 略

（退職した議員にあっては、退職した日現

在）において受けるべき議員報酬月額及びそ

の議員報酬月額に100分の20の割合を乗じて

得た額の合計額に、 100分の177.5を乗じて得

た額に、基準日以前 6月以内の期間における

その議員の在職期間の区分に応じて、次の表

に定める割合を乗じて得た額とする。

表略

3 略
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議会第 5回議案第102号

今治市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改王する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

人事院の給与勧告に鑑み、特別職の期末手当についても他との均衡を考慮して改定しよう

とするもの。
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今治市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第 1条 今治市特別職の職員の給与に関する条例（平成17年今治市条例第41号）の一部を次のよ

うに改正する。

第 1条第 5項中「100分の172.5」を「100分の177.5」に改める。

第2条 今治市特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第 1条第 5項中「100分の177.5」を「100分の175」に改める。

附則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 2条の規定は、令和 8年4月 1日から施行

する。

（滴用区分）

2 第 1条の規定による改正後の今治市特別職の職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」

という。）の規定は、令和 7年12月 1日から適用する。

（期末手当の内払）

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第 1条の規定による改正前の今治市特別職

の職員の給与に関する条例の規定に某づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定によ

る期末手当の内払とみなす。
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「参考」

第 1条による今治市特別職の職員の給与に閲する条例改正条項新旧対照表

新 旧

（給与）

第 1条略

（給与）

第 1条略

2~4 略 2~4 略

5 期末手当の額は、それぞれの某準日現在 5 期末手当の額は、それぞれの某準日現在

（退職した者にあっては、退職した日現在）

において受けるべき別表に規定する給料月

額及び給料月額に100分の20の割合を乗じて

得た額の合計額に、 100分の177.5を乗じて得

た額に、基準日以前 6月以内の期間における

その者の在職期間の区分に応じて、次の表に

定める割合を乗じて得た額とする。

表略

（退職した者にあっては、退職した日現在）

において受けるべき別表に規定する給料月

額及び給料月額に100分の20の割合を乗じて

得た額の合計額に、 100分の172.5を乗じて得

た額に、基準日以前 6月以内の期間における

その者の在職期間の区分に応じて、次の表に

定める割合を乗じて得た額とする。

表略
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「参考」

第 2条による今治市特別職の職員の給与に閲する条例改王条項新旧対照表

（給与）

第 1条略

新

（給与）

第 1条略

旧

2 ~4 略 2~4 略

5 期末手当の額は、それぞれの某準日現在 5 期末手当の額は、それぞれの某準日現在

（退職した者にあっては、退職した日現在）

において受けるべき別表に規定する給料月

額及び給料月額に100分の20の割合を乗じて

得た額の合計額に、 100分の175 を乗じて得

た額に、基準日以前 6月以内の期間における

その者の在職期間の区分に応じて、次の表に

定める割合を乗じて得た額とする。

表略

（退職した者にあっては、退職した日現在）

において受けるべき別表に規定する給料月

額及び給料月額に100分の20の割合を乗じて

得た額の合計額に、 100分の177.5を乗じて得

た額に、基準日以前 6月以内の期間における

その者の在職期間の区分に応じて、次の表に

定める割合を乗じて得た額とする。

表略
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議会第 5回議案第103号

今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

人事院の給与勧告に鑑み、一般職の任期付職員の給与もこれに準じて改定しようとするも

の。
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今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

第 1条 今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成31年今治市条例第17号）の一部

を次のように改正する。

第8条第 2項中「100分の125」を「100分の127.5」に、「100分の95」を「100分の97.5」に、

「100分の105」を「100分の107.5」に、「100分の87.5」を「100分の90」に改める。

別表第 1中「392,000」を「405,000」に、「440,000」を「455,000」に、「492,000」を「508,000」

に、「555,000」を「574,000」に、「634,000」を「655,000」に、「740,000」を「765,000」に、

「864,000」を「893,000」に改める。

第2条 今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

第8条第 2項中「100分の127.5」を「100分の126.25」に、「100分の97.5」を「100分の96.25」

に、「100分の107.5」を「100分の106.25」に、「100分の90」を「100分の88.75」に改める。

附則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 2条の規定は、令和 8年4月 1日から施行

する。

（滴用区分）

2 第 1条の規定（第 8条第 2項の改正規定を除く。）による改正後の今治市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例の規定は、令和 7年4月 1日から適用し、第 1条の規定（第8条第 2項

の改正規定に限る。）による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定

は、令和 7年12月 1日から適用する。

（給与の内払）

3 第 1条の規定による改正後の今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「改正

後の条例」という。）の規定を適用する場合においては、第 1条の規定による改正前の今治市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の

規定による給与の内払とみなす。

（委任）

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
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「参考」

第 1条による今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例改正条項新旧対照表

新

（給与条例の適用除外等）

第 8条略

旧

（給与条例の適用除外等）

第 8条略

2 特定任期付職員に対する給与条例第23条 I 2 特定任期付職員に対する給与条例第23条

第 1項、第27条、第28条第 2項及び第31条第

2項第 1号の規定の滴用については、同条

例第23条第 1項中「管理職手当を支給され

る職員」とあるのは「管理職手当を支給され

る職員又は今治市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成31年今治市条例第

17号。以下「任期付職員条例」という。）第

7条第 1項に規定する特定任期付職員」と、

同条第 2項中「管理職手当を支給される職

員」とあるのは「管理職手当を支給される職

員又は任期付職員条例第 7条第 1項に規定

する特定任期付職員」と、同条例第27条中

「第24条に規定する職にある職員」とある

のは「第24条に規定する職にある職員及び

任期付職員条例第 7条第 1項に規定する特

定任期付職員」と、同条例第28条第 2項中

「100分の127.5」とあるのは「100分の97.5」

と、第31条第 2項第 1号中「100分の107.5」

とあるのは「100分の90 」とする。

3 略

別表第 1 （第 7条関係）

特定任期付職員給料表

第 1項、第27条、第28条第 2項及び第31条第

2項第 1号の規定の適用については、同条

例第23条第 1項中「管理職手当を支給され

る職員」とあるのは「管理職手当を支給され

る職員又は今治市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成31年今治市条例第

17号。以下「任期付職員条例」という。）第

7条第 1項に規定する特定任期付職員」と、

同条第 2項中「管理職手当を支給される職

員」とあるのは「管理職手当を支給される職

員又は任期付職員条例第 7条第 1項に規定

する特定任期付職員」と、同条例第27条中

「第24条に規定する職にある職員」とある

のは「第24条に規定する職にある職員及び

任期付職員条例第 7条第 1項に規定する特

定任期付職員」と、同条例第28条第 2項中

「100分の125 」とあるのは「100分の95 」

と、第31条第 2項第 1号中「100分の105 」

とあるのは「100分の87.5」とする。

3 略

別表第 1 （第 7条関係）

特定任期付職員給料表

号給 給料月額 111 号給 I 給料月額
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円 円

1 405,000 1 392,000 

2 455,000 2 440,000 

3 508,000 3 492,000 

4 574,000 4 555,000 

5 655,000 5 634,000 

6 765,000 6 740,000 

7 893,000 7 864,000 
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「参考」

第 2条による今治市一般職の任期付職員の採用等に関する条例改正条項新旧対照表

新

（給与条例の適用除外等）

第 8条略

旧

（給与条例の適用除外等）

第 8条略

2 特定任期付職員に対する給与条例第23条 I2 特定任期付職員に対する給与条例第23条

第 1項、第27条、第28条第 2項及び第31条第

2項第 1号の規定の滴用については、同条

例第23条第 1項中「管理職手当を支給され

る職員」とあるのは「管理職手当を支給され

る職員又は今治市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成31年今治市条例第

17号。以下「任期付職員条例」という。）第

7条第 1項に規定する特定任期付職員」と、

同条第 2項中「管理職手当を支給される職

員」とあるのは「管理職手当を支給される職

員又は任期付職員条例第 7条第 1項に規定

する特定任期付職員」と、同条例第27条中

「第24条に規定する職にある職員」とある

のは「第24条に規定する職にある職員及び

任期付職員条例第 7条第 1項に規定する特

定任期付職員」と、同条例第28条第 2項中

「100分の 126.25」とあるのは「100分の

96.25」と、第31条第 2項第 1号中「100分の

106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

3 略

第 1項、第27条、第28条第 2項及び第31条第

2項第 1号の規定の適用については、同条

例第23条第 1項中「管理職手当を支給され

る職員」とあるのは「管理職手当を支給され

る職員又は今治市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成31年今治市条例第

17号。以下「任期付職員条例」という。）第

7条第 1項に規定する特定任期付職員」と、

同条第 2項中「管理職手当を支給される職

員」とあるのは「管理職手当を支給される職

員又は任期付職員条例第 7条第 1項に規定

する特定任期付職員」と、同条例第27条中

「第24条に規定する職にある職員」とある

のは「第24条に規定する職にある職員及び

任期付職員条例第 7条第 1項に規定する特

定任期付職員」と、同条例第28条第 2項中

「100分の 127.5」とあるのは「100分の

97. 5」と、第31条第 2項第 1号中「100分の

107. 5」とあるのは「100分の90 」とする。

3 略
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議会第 5回議案第104号

公益的法人等への今治市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

職員を派遣することができる公益法人等の要件を改めようとするもの。
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公益的法人等への今治市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

公益的法人等への今治市職員の派遣等に関する条例（平成17年今治市条例第32号）の一部を次

のように改正する。

第 2条第 1項第 1号中「の 2分の 1以上」を削り、 「出資しているもの」を「出資している法

人又はこれに準じる法人」に改める。

第10条中「の 2分の 1以上」を削る。

附則

この条例は、令和 8年4月 1日から施行する。
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「参考」

公益的法人等への今治市職員の派遣等に関する条例改正条項新旧対照表

新 I日

（職員の派遣） （職員の派遣）

第 2条任命権者は、公益的法人等のうち、次 第 2条任命権者は、公益的法人等のうち、次

に掲げる団体であって、当該団体の目的、業

務の性質等を総合的に勘案して市がその施

策の推進を図るため人的援助を行うことが

必要であるものとして市長が別に定めるも

のとの間の取決めに某づき、当該団体の業務

にその役職員として専ら従事させるため、職

員（次項に定める職員を除く。）を派遣する

ことができる。

(1) 一般社団法人又は一般財団法人のう

ち、今治市が某本金その他これに準ずるも

の を出資している法人又

はこれに準じる法人で市長が別に定める

もの

(2)・（ 3) 略

2 • 3 略

（法第10条第 1項に規定する条例で定める

法人）

に掲げる団体であって、当該団体の目的、業

務の性質等を総合的に勘案して市がその施

策の推進を因るため人的援助を行うことが

必要であるものとして市長が別に定めるも

のとの間の取決めに某づき、当該団体の業務

にその役職員として専ら従事させるため、職

員（次項に定める職員を除く。）を派遣する

ことができる。

(1) 一般社団法人又は一般財団法人のう

ち、今治市が某本金その他これに準ずるも

のの 2分の 1以上を出資しているもの

で市長が別に定める

もの

(2)・（ 3) 略

2 • 3 略

（法第10条第 1項に規定する条例で定める

法人）

第10条 法第10条第 1項に規定する条例で定 I第10条 法第10条第 1項に規定する条例で定

める株式会社（以下「特定法人」という。）

は、今治市が資本金その他これに準ずるもの

を出資している株式会社で

市長が別に定めるものとする。

める株式会社（以下「特定法人」という。）

は、今治市が資本金その他これに準ずるもの

の2分の 1以上を出資している株式会社で

市長が別に定めるものとする。
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議会第 5回議案第105号

今治市公民館条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

今治市伯方公民館を追加しようとするもの。
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今治市公民館条例の一部を改正する条例

今治市公民館条例（平成17年今治市条例第81号）の一部を次のように改正する。

第 7条第 1項中「宮窪公民館」の次に「、伯方公民館」を加える。

別表第 1今治市宮窪公民館の項の次に次のように加える。

今治市伯方公民館 今治市伯方町木浦甲1235番地 1

別表第 2中第 8項の表を第 9項の表とし、第 7項の表の次に次の 1表を加える。

8 伯方公民館使用料

使用時間帯 8 : 30~ 12 : 30~ 17 : 30~ 8 : 30~ 12 : 30~ 8 : 30~ 

12 : 30 17 : 30 21 : 30 17 : 30 21 : 30 21 : 30 

区分

大ホール 円 円 円 円 円 円

1,200 1,200 2,300 2,300 3,500 4,700 

第 1研修室 800 800 1,400 1,400 2,000 2,800 

第 2研修室 800 800 1,400 1,400 2,000 2,800 

和室 700 700 1,300 1,300 2,000 2,700 

調理室 1,600 2,200 2,700 3,800 4,900 6,600 

附則

この条例は、令和 8年4月 1日から施行する。

超過料金

(1時間

につき）

円

600 

400 

400 

400 

700 
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「参考」

今治市公民館条例改正条項新旧対照表

新

（使用料の納付）

第 7条 使用者は、中央公民館、朝倉公民館、玉川公民館、波方公民館、大西公民館、菊間公民

館、宮窪公民館、伯方公民館又は大三島公民館を使用するときは、別表第 2に定める使用料を

納付しなければならない。

2 略

別表第 1 （第 2条関係）

名称

略

今治市宮窪公民館

今治市伯方公民館

今治市大三島公民館

別表第 2 （第 7条閣係）

1 ~7 略

8 伯方公民館使用料

使用時間帯

区分

大ホール

第 1研修室

第 2研修室

和室

調理室

旦大三島公民館使用料

表略

備考略

8 : 30~ 

12 : 30 

旦

1,200 

800 

800 

700 

1,600 

位置

今治市宮窪町宮窪2669番地

今治市伯方町木浦甲1235番地 1

今治市大三島町宮浦5708番地

12 : 30~ 17 : 30~ 8 : 30~ 12 : 30~ 8 : 30~ 超過料金

17 : 30 21 : 30 17 : 30 21 : 30 21 : 30 (1時間

につき）

旦 旦 旦 旦 旦 旦

1,200 2,300 2,300 3,500 4,700 600 

800 1,400 1,400 2,000 2,800 400 

800 1,400 1,400 2,000 2,800 400 

700 1,300 1,300 2,000 2,700 400 

2,200 2,700 3,800 4,900 6,600 700 



����

��
旧

（使用料の納付）

第 7条 使用者は、中央公民館、朝倉公民館、玉川公民館、波方公民館、大西公民館、菊間公民

館、宮窪公民館 又は大三島公民館を使用するときは、別表第 2に定める使用料を

納付しなければならない。

2 略

別表第 1 （第 2条関係）

名称

略

今治市宮窪公民館

今治市大三島公民館

別表第 2 （第 7条閣係）

1 ~7 略

旦大三島公民館使用料

表略

備考略

位置

今治市宮窪町宮窪2669番地

今治市大三島町宮浦5708番地
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議会第 5回議案第106号

今治市営体育館条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

今治市営伯方木浦体育館を追加しようとするもの。
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今治市営体育館条例の一部を改正する条例

今治市営体育館条例（平成17年今治市条例第112号）の一部を次のように改正する。

別表第 1今治市営菊間コミュニティホールの項の次に次のように加える。

今治市営伯方木浦体育館 1今治市伯方町木浦甲l235番地 1

別表第 3菊間コミュニティホールの項の次に次のように加える。

伯方木浦体育館 1 |1時間までごとに 1 140円

冷暖房施設 11時間までごとに 1,680円

附則

（施行期日）

1 この条例は、令和 8年4月 1日から施行する。

（今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改王）

270円

2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成18年今治市条例第60号）

の一部を次のように改正する。

別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、今治市営菊間コミュニティホール」の

次に「、今治市営伯方木浦体育館」を加える。
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「参考」

今治市営体育館条例改正条項新1日対照表

新 旧

別表第 1 （第 2条関係） 別表第 1 （第 2条関係）

名称 位置 名称 位置

略 略

今治市営菊間コミュニ 今治市菊間町浜812番 今治市営菊間コミュニ 今治市菊間町浜812番

ティホール 地 ティホール 地

今治市営伯方木浦体育 今治市伯方町木浦甲

壁 1235番地 1

今治市営伯方体育セン 今治市伯方町叶浦甲 今治市営伯方体育セン 今治市伯方町叶浦甲

ター 1668番地の29 ター 1668番地の29

別表第 3 （第 9条、第17条の 4関係） 別表第 3 （第 9条、第17条の 4関係）

施設名称 施設区分 使用時間 施設使 照明施 施設名称 施設区分 使用時間 施設使 照明施

用料 設使用 用料 設使用

料 料

略 略

菊間コミ 1時間ま 100円 200円 菊間コミ 1時間ま 100円 200円

ュニティ でごとに ュニティ でごとに

ホール ホール

伯方木浦 1時間ま 140円 270円

体育館 でごとに

冷暖房 1時間ま 1,680円

施設 でごとに

伯方体育 1時間ま 410円 410円 伯方体育 1時間ま 410円 410円

センター でごとに センター でごとに

略 略

備考 略 備考 略



����

��
議会第 5回議案第107号

今治市公会堂条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

公会堂使用料を改定しようとするもの。
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今治市公会堂条例の一部を改正する条例

今治市公会堂条例（平成17年今治市条例第183号）の一部を次のように改正する。

別表中

ホール A 入場料等 平日 円 円 円 円 円 円 円

を徴収しな 6,740 21,370 22,750 26,720 41,920 45,790 6,820 

いとき 休日 9,370 24,120 28,120 31,820 49,640 55,470 8,430 

B 入場料等 平日 10,790 34,190 36,400 42,750 67,070 73,260 10,910 

を徴収する 休日 15,000 38,590 45,000 50,910 79,430 88,750 13,490 

とき

準備・撤去・ 平日 6,060 19,230 20,470 24,040 37,720 41,200 6, 130 

リハーサル 休日 8,430 21,700 25,310 28,640 44,680 49,910 7,580 

東側楽屋 平H 1, 100 1,570 1,570 2,530 2,980 3,810 470 

休日 1,320 1,880 1,880 3,030 3,580 4,560 560 

を

ー

ホール A 入場料等 全日 円 円 円 円 円 円 円

を徴収しな 5,420 12,470 18,730 17,180 30, 110 32,500 5,610 

いとき

B 入場料等 全日 10,790 34,190 36,400 42,750 67,070 73,260 10,910 

を徴収する

とき

準備・撤去・ 全日 2,710 6,230 9,360 8,590 15,050 16,250 2,800 

リハーサル

東側楽屋 全日 1, 100 1,570 1,570 2,530 2,980 3,810 470 

に改め、同表備考中 1の項を削り、 2の項を 1の項とし、 3の項から11の項までを 1項ずつ繰

り上げる。

附則



����

��
この条例は、令和 8年4月 1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後の使用に係るも

のについて道用する。



����

��



����

��
「参考」

今治市公会堂条例改正条項新旧対照表

新

別表（第 8条関係）

使用時間 8 : 30~ 12 : 00~ 17 : 00~ 8 : 30~ 12 : 00~ 8 : 30~ 超過料金

12 : 00 17 : 00 22 : 00 17 : 00 22 : 00 22: 00 (1時間

使用区分 までごと

に）

ホール A 入場料等 全日 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦

を徴収しな 5,420 12,470 18,730 17,180 30, 110 32,500 5,610 

いとき

B 入場料等 全日 10,790 34,190 36,400 42,750 67,070 73,260 10,910 

を徴収する

とき

準備・撤去・ 全日 2,710 6,230 9,360 8,590 15,050 16,250 2,800 

リハーサル

東側楽屋 全日 1, 100 1,570 1,570 2,530 2,980 3,810 470 

備考

1 「使用時間」には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要

する時間を含む。

2~10 略
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旧

別表（第 8条関係）

使用時間 8 : 30~ 12 : 00~ 17 : 00~ 8 : 30~ 12 : 00~ 8 : 30~ 超過料金

12 : 00 17 : 00 22 : 00 17 : 00 22 : 00 22: 00 (1時間

使用区分 までごと

に）

ホール A 入場料等 平H 旦 旦 旦 旦 旦 旦 旦

を徴収しな 6,740 21,370 22,750 26,720 41,920 45,790 6,820 

いとき 休日 9,370 24,120 28,120 31,820 49,640 55,470 8,430 

B 入場料等 平日 10,790 34,190 36!400 42,750 67,070 73,260 10,910 

を徴収する 休日 15,000 38,590 45,000 50,910 79,430 88,750 13,490 

とき

準備・撤去・ 平H 6,060 19,230 20,470 24,040 37,720 41,200 6, 130 

リハーサル 休H 8,430 21,700 25, 310 28,640 44,680 49,910 7,580 

東側楽屋 平日 1, 100 1,570 1,570 2,530 2,980 3,810 470 

休日 1,320 1,880 1,880 3,030 3,580 4,560 560 

備考

1 「休日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に

規定する休日をいい、 「平日」とはそれ以外の日をいう。

2 「使用時間」には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要

する時間を含む。

3~11 略
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議会第 5回議案第108号

今治市給水条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

水道紺金を改定しようとするもの。
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今治市給水条例の一部を改正する条例

今治市給水条例（平成17年今治市条例第263号）の一部を次のように改正する。

別表第 1中

5可を超えlomまで 41円

1,224円 10m3を超え40m3まで 203円

40rrlを超えるもの 253円

lOrrlを超え40m3まで 230円
1,846円

40可を超えるもの 255円

を

ー

5 rrfを超え10m3まで 45円

1,343円 10出を超え40mぽで 223円

40niを超えるもの 278円

lOrrfを超え40m3まで 252円
2,025円

40rrfを超えるもの 280円

に、

150 m3を超え200可まで 71円
150m3 25,661円

200 m"を超えるもの 206円

325円

492円 335円

を

ー

120 rdを超え200可まで 77円
120m3 27,945円

200可を超えるもの 224円

357円
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540円］ 367円I

に改める。

附則

（施行期日）

1 この条例は、令和 8年 6月 1日から施行する。

（適用区分）

2 この条例による改正後の別表第 1の規定は、この条例の施行の日以後に確定する料金につい

て適用し、同日前に確定した料金については、なお従前の例による。
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「参考」

今治市給水条例改正条項新旧対照表

新 旧

別表第 1 （第23条関係） 別表第 1 （第23条関係）

用途 料金 (1月につき） 用途 料金 (1月につき）

基本水 某本料 超過水量 超過料金 基本水 基本料 超過水量 超過料金

軍自 金 (1 m 3に 量 金 (1 m3に

つき） つき）

家庭 5 m3 1,343 5五を超え 45円 家庭 5 m3 1,224 5可を超え 41円

用 旦10五まで 用 円 10五まで

10可を超え 223円 10可を超え 203円

40五まで 40五まで

40可を超え 278円 40可を超え 253円

るもの るもの

業務 10m3 2,025 10可を超え 252円 業務 10m3 1,846 10可を超え 230円

用 旦40五まで 用 円40五まで

40可を超え 280円 40可を超え 255円

るもの るもの

湯屋 200m3 10, 162 200niを超え 65円 湯屋 200m3 10, 162 200可を超え 65円

用 円500m3まで 用 円500m3まで

500rrfを超え 66円 500可を超え 66円

るもの るもの

工業 120m3 27,945 120m3を超え 77円 工業 150m3 25,661 150m"を超え 71円

用 旦200mまで 用 円200m3まで

200可を超え 224円 200可を超え 206円

るもの るもの

船舶 357円 船舶 325円

用 用

臨時 540円 367円 臨時 492円 335円

用 用



�����

��



�����

��
議会第 5回議案第109号

今治市火災予防条例の一部を改正する条例制定について

標記条例を別紙のとおり制定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

林野火災予防の実効性を高めるため、所要の改正をしようとするもの。
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今治市火災予防条例の一部を改正する条例

今治市火災予防条例（平成17年今治市条例第268号）の一部を次のように改正する。

目次中「第 3章の 2 住宅用防災機器の設置及び維持に閣する某準等（第29条の 2一第29条の

7) 」を

「第 3章の 2

第3章の 3

改める。

住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第29条の 2一第29条の 7)

林野火災の予防（第29条の 8.第29条の 9) 」
に

第29条中「警報」の次に「（法第22条第 3項に規定する火災に関する警報をいう。以下同じ。）」

を加え、同条第 7号を削る。

第3章の 2の次に次の 1章を加える。

第3章の 3 林野火災の予防

（林野火災に関する注意報）

第29条の 8 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野火災」という。）の

予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができる。

2 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、市の区域内に

在る者は、第29条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならない。

3 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制限の努力義務

の対象となる区域を指定することができる。

（林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限）

第29条の 9 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、林野火災

の発生の危険性を勘案して、第29条各号に定める火の使用の制限の対象となる区域を指定する

ことができる。

第42条の 3第 1項第 3号中「第45条」を「第45条第 1項」に改める。

第45条第 1号中「行為」の次に「（たき火、あぜ焼き等を含む。）」を加え、同条に次の 1項

を加える。

2 消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象となる期間及び区域を指

定することができる。

附則

この条例は、令和 8年 1月 1日から施行する。
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「参考」

今治市火災予防条例改正条項新1日対照表

新

目次

第 1章～第 2章略

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び

管理の某準等

第 1節～第4節略

第 3章の 2 住宅用防災機器の設置及び維

持に関する基準等（第29条の 2ー第

29条の 7)

第 3章の 3 林野火災の予防（第29条の 8.

第29条の 9)

第4章～附則略

（火災に関する警報の発令中における火の

使用の制限）

旧

目次

第 1章～第 2章略

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び

管理の某準等

第 1節～第4節略

第 3章の 2 住宅用防災機器の設置及び維

持に関する基準等（第29条の 2ー第

29条の 7)

第4章～附則略

（火災に関する警報の発令中における火の

使用の制限）

第29条火災に関する警報（法第22条第 3項に 第29条火災に関する警報

規定する火災に関する警報をいう。以下同

じ。）が発せられた場合における火の使用に が発せられた場合における火の使用に

ついては、次に定めるところによらなければ ついては、次に定めるところによらなければ

ならない。 ならない。

（1)～（6)略 （1)～（6) 略

第3章の 3 林野火災の予防

（林野火災に関する注意報）

第29条の 8 市長は、気象の状況が山林、原野

等における火災（以下「林野火災」という。）

の予防上注意を要すると認めるときは、林野

(7) 屋内において裸火を使用するときは、

窓、出入口等を閉じて行うこと。
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火災に関する注意報を発することができる。

旦前項の規定による注意報が発せられたと

きは、注意報が解除されるまでの間、市の区

域内に在る者は、第29条各号に定める火の使

用の制限に従うよう努めなければならない。

旦市長は、林野火災の発生の危険性を勘案し

て、前項の規定による火の使用の制限の努力

義務の対象となる区域を指定することがで

きる。

（林野火災の予防を目的とした火災に関す

る警報の発令中における火の使用の制限）

第29条の 9 市長は、林野火災の予防を目的と

して火災に関する警報を発したときは、林野

火災の発生の危険性を勘案して、第29条各号

に定める火の使用の制限の対象となる区域

を指定することができる。

（屋外催しに係る防火管理） （屋外催しに係る防火管理）

第42条の 3 前条第 1項の指定催しを主催す 第42条の 3 前条第 1項の指定催しを主催す

る者は、同項の指定を受けたときは、速やか る者は、同項の指定を受けたときは、速やか

に防火担当者を定め、当該指定催しを開催す に防火担当者を定め、当該指定催しを開催す

る日の14日前までに（当該指定催しを開催す

る日の14日前の日以後に同項の指定を受け

た場合にあっては、防火担当者を定めた後遅

滞なく）次の各号に掲げる火災予防上必要な

業務に関する計両を作成させるとともに、当

該計画に基づく業務を行わせなければなら

なし‘。

(1)~(2) 略

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物

を取り扱う露店、屋台その他これらに類す

るもの（第45条第 1項において「露店等」

る日の14日前までに（当該指定催しを開催す

るHの14日前の日以後に同項の指定を受け

た場合にあっては、防火担当者を定めた後遅

滞なく）次の各号に掲げる火災予防上必要な

業務に関する計両を作成させるとともに、当

該計画に基づく業務を行わせなければなら

ない。

(1)~(2) 略

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物

を取り扱う露店、屋台その他これらに類す

るもの（第45条 において「露店等」



�����

��
という。）及び客席の火災予防上安全な配

置に関すること。

（4)～（6) 略

2 略

（火災と紛らわしい煙等を発するおそれの

ある行為等の届出）

という。）及び客席の火災予防上安全な配

置に関すること。

（4)～（ 6) 略

2 略

（火災と紛らわしい煙等を発するおそれの

ある行為等の届出）

第45条 次に掲げる行為をしようとする者は、 第45条 次に掲げる行為をしようとする者は、

あらかじめ、その旨を消防長に届け出なけれ あらかじめ、その旨を消防長に届け出なけれ

ばならない。 ばならない。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発す （1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発す

るおそれのある行為（たき火、あぜ焼き等 るおそれのある行為

を含む。）

(2)~(6)略 （2)～（6) 略

旦消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行

為について、届出の対象となる期間及び区域

を指定することができるQ
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議会第 5回議案第110号

甘崎跨道橋外 1橋撤去工事の委託の変更について

甘崎跨道橋外 1橋撤去工事委託を、次のとおり変更する。

令和 7年12月2日提出

今治市長 徳永繁樹

記

1 変更しようとする委託 廿崎跨道橋外 1橋撤去工事

（令和 6年 3月 1日議決 議会第 2回議案第 9号）

2 委託金額、委託の相手方及び完成期限

区 ノ刀＼ 委託金額 委託の相手方 完成期限

（変更前）
（変更前）

円

今治市山路751番地 2 令和 8年 1月31日
163,795,500 

廿崎跨道橋外 本朴1四国連絡高速道路株式会社

1橋撤去工事
（変更後）

しまなみ今治管理センター

所長 矢野 賢晃 （変更後）
円

令和10年 1月31日
209,121,000 

3 仮協定締結年月日 令和 7年10月7日
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「参考」

委託金額及び完成期限変更の理由

当該工事の入札不調等により、委託金額及び完成期限を変更しようとするもの。
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議会第 5回議案第111号

第 3次今治市総合計画基本構想の策定について

第 3次今治市総合計画基本構想を別冊のとおり定める。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

「理由」

総合的かつ計画的な市行政の運営を図るため、第 3次今治市総合計画某本構想を定めよう

とするもの。
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「参照」

（議決事件）

第96条略

地方自治法（抜すい）

2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件

（法定受託事務に係るものにあっては、国の安全に閲することその他の事由により議会の議決

すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。）につき議会の議決

すべきものを定めることができる。

（議決事件）

地方自治法第96条第 2項の規定による議会の

議決すべき事件を定める条例（抜すい）

第 2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1)総合的かつ計画的な市行政の運営を図るための基本構想の策定
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議会第 5回議案第112号

今治西部丘陵公園の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の 2第 6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定する。

令和 7年12月 2日提出

今治市長 徳永繁樹

記

施設の名称 指定管理者 指定の期間

今治市高橋ふれあいの丘 1番地 3

今治里山スタジアム 令和 8年4月 1日から
今治西部丘陵公園

株式会社今治．夢スポーツ 令和13年 3月31日まで

代表取締役 岡田 武史
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「参照」

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第244条の 2 略

2~  5 略

地方自治法（抜すい）

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方

公共団体の議会の議決を経なければならない。

7~11 略
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「参考」

1 選定方法

特命指定

2 特命指定の理由

(1) 本市の環境教育活動に対する高い幣合性と柔軟性を有すること。

(2) 今治自然塾の運営理念を十分に理解しており、富良野自然塾との強固な連携が認められ

るので、インストラクター育成を当公園で行うことができること。

(3) 市内外から注目を集めている FC今治の運営主体であり、地域資源を生かした誘客促進、

情報発信力が向上すること。

3 利用料金制

採用

4 指定管理料基準額 (5年間）

221,650,000円

5 申請団体名及び総合評価の点数

団体名

株式会社今治．夢スポーツ

点数

97.4/143点

※点数は指定管理者選定審議会各委員の平均値



�����

��



�����

��
議会第 5回報告第11号

専決処分について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第 1項の規定により次のとおり専決処分したから、

同条第 2項の規定により報告する。

令和 7年12月2日提出

・損害賠償額の決定及び和解について

・損害賠償額の決定及び和解について

・損害賠償額の決定及び和解について

今治市長 徳永繁樹

記
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「参照」

地方自治法（抜すい）

（議会の委任による専決処分）

第180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定した

ものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しな

ければならない。
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専決第20号

損害賠償額の決定及び和解について

標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第 1項の規定により、次のとおり専決

処分する。

令和 7年 8月18日

1 和解の相手方

2 事故の概要

3 損害賠償額

今治市長 徳永繁樹

記

省略

令和 7年 3月19日午前11時頃、本市生涯学習課職員が運転する市有乗用

自動車が、国道317号線（松山市河中町甲79番 2地先）を直進中、センター

ラインをはみ出したため、対向車線を走行してきた普通自動車と衝突し、

当該自動車を運転していた相手方が負傷した。

支払額 600,854円
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専決第21号

損害賠償額の決定及び和解について

標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第 1項の規定により、次のとおり専決

処分する。

令和 7年 8月18日

1 和解の相手方

2 事故の概要

3 損害賠償額

4 その他

今治市長 徳永繁樹

記

省略

令和 7年 3月19日午前11時頃、本市生涯学習課職員が運転する市有乗用

自動車が、国道317号線（松山市河中町甲79番 2地先）を直進中、センター

ラインをはみ出したため、対向車線を走行してきた相手方所有の普通自動

車と衝突し、同車両が破損し、同乗していた相手方が負傷した。

人的損害に対する支払額 441,696円

物的損害については、令和 7年議会第4回報告第 8号で報告済
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専決第22号

損害賠償額の決定及び和解について

標記について地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第 1項の規定により、次のとおり専決

処分する。

令和 7年 9月16日

1 和解の相手方

2 事故の概要

3 損害賠償額

今治市長 徳永繁樹

記

省略

令和 7年 6月28日午後 4時5分頃、岡村港に接岸中のフェリー「第二せ

きぜん」の車両甲板において、本市関前支所住民サービス課職員が、相手

方所有の原動機付自転車を移動させようとハンドルに触れたところ、同車

両のエンジンがかかっており前進したため、船壁に接触し、同車両が破損

し、同ハンドルに手を添えていた相手方が負傷した。

物的損害に対する支払額 167,860円




